
西宮市建築基準法取扱い基準

（関係条文）

備考

２項道路１（がけ地・川）

道・接道－02

法42条2項・法44条

①　がけ地

≧2ｍ

4ｍ

≧2ｍ

4ｍ

上記以外のとき、２項道路中心線より2ｍ後退とする

　　（一方後退の扱いにならない）

注1：①のがけにおいて、がけ地を構成する擁壁等を造り替える時は、２項道路中心線より2ｍ後退。

注2：２項道路の両側においてがけ地、川の形態が構成されている場合は、２項道路中心線より2ｍ後退。

　　（一方後退の扱いにならない）

4ｍ
≧50㎝

水路・ 河川法による河川

□法42条2項のがけ地・川その他これらに類するものに沿う場合

法42条2項による道路（ 一方後退）

法42条2項による道路（ 一方後退）

注1・ 注2

注1・ 注2

②　川

法42条2項による道路（ 一方後退）注2
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